
○  認 可 特 定 保 険 業 者 等 に 関 す る 命 令 （ 平 成 二 十 三 年 内 閣 府 ・ 総 務 省 ・ 法 務 省 ・ 文 部 科 学 省 ・ 厚 生 労 働 省 ・ 農 林 水 産 省 ・ 経 済 産 業 省 ・ 国 土 交 通 省 ・ 環 境 省 令 第 一 号 ） 
次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に

改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 （ 連 続 す る 他 の 規 定 と 記 号 に よ り 一 括 し て 掲 げ る 規 定 に あ っ て は 、 そ の 標 記 部 分 に 係 る 記 載 ） に 二 重 傍 線

を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ

に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。 

改  正  後 改  正  前 

別紙様式第１号（第33条第１項関係） 別紙様式第１号（第33条第１項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

        年 度(
  年  月  日から

あ 年  月  日まで)業務報告書 

                             年  月  日 

     殿 

                    住   所 

                    認可特定保険業者名 

                    代 表 理 事  氏 名 

      年  月  日から  年  月  日までの業務及び財産の状況を

次のとおり報告します。 

                目   次 

［第１～第５ 略］ 

（記載上の注意） 

［１～５ 略］ 

［第１・第２ 略］ 

（日本産業規格Ａ４） 

        年 度(
  年  月  日から

あ 年  月  日まで)業務報告書 

                             年  月  日 

     殿 

                    住   所 

                    認可特定保険業者名 

                    代 表 理 事  氏 名 

      年  月  日から  年  月  日までの業務及び財産の状況を 

次のとおり報告します。 

                目   次 

［第１～第５ 同左］ 

（記載上の注意） 

［１～５ 同左］ 

［第１・第２ 同左］ 

第３ 貸借対照表 

年度（  年  月  日現在）貸借対照表 

（認可特定保険業者） 

（単位：千円）  

科      目 金 額 科      目 金 額 

 （資産の部）  （負債の部）  

［略］  ［略］  

  その他負債  

第３ ［同左］ 

年度（  年  月  日現在）貸借対照表 

（認可特定保険業者） 

（単位：千円）  

科      目 金 額 科      目 金 額 

 （資産の部）  （負債の部）  

［同左］  ［同左］  

  その他負債  



有形固定資産  ［略］  

［略］  リース負債  

使用権資産  ［略］  

［略］  ［略］  

無形固定資産    

［略］    

使用権資産    

［略］    

［略］  （純資産の部）  

  ［略］  

資 産 の 部 合 計  負債及び純資産の部合計  
 

有形固定資産  ［同左］  

［同左］  リース債務  

リース資産  ［同左］  

［同左］  ［同左］  

無形固定資産    

［同左］    

リース資産    

［同左］    

［同左］  （純資産の部）  

  ［同左］  

資 産 の 部 合 計  負債及び純資産の部合計  
 

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記について 

は、その関連が明らかになるように記載すること。 

⑴ ［略］ 

⑵ 次に掲げる会計方針に関する事項 

［①～⑤ 略］ 

［削る。］ 

⑥・⑦ ［略］ 

［⑶・⑷ 略］ 

（記載上の注意） 

１ ［同左］ 

 

⑴ ［同左］ 

⑵ ［同左］ 

［①～⑤ 同左］ 

⑥ リース取引の処理方法 

⑦・⑧ ［同左］ 

［⑶・⑷ 同左］ 

⑸ 金融商品の状況に関する事項、金融商品（リース負債を除く。）の時価等

に関する事項及び金融商品（リース負債、リース債権及びリース投資資産

を除く。）の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

⑸ 金融商品の状況に関する事項、金融商品の時価等に関する事項及び金融

商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

⑹ 次に掲げる賃貸等不動産に関する事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 賃貸等不動産の状況に関する事項 

② 賃貸等不動産の時価に関する事項 

賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場

合には、②に掲げる事項について記載することを要しない。 

⑹ 賃貸等不動産の状況に関する事項及び賃貸不動産の時価に関する事項 

［⑺～⑾ 略］ ［⑺～⑾ 同左］ 

⑿ 次に掲げるリースに関する事項（重要性の乏しいものを除く。） ⑿ リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用す



① 会計方針に関する情報 

② リース特有の取引に関する情報 

③ 当該事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情

報 

認可特定保険業者が借手である場合は①から③までに掲げる事項につ

いて記載し、認可特定保険業者が貸手である場合は②及び③に掲げる事

項について記載すること。 

ファイナンス・リースの借手である認可特定保険業者が当該ファイナ

ンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない

場合には、会社計算規則（平成 18年法務省令第 13号）第 108条第４項

の規定に従い記載すること。 

る重要な有形固定資産及び無形固定資産 

［⒀～⒆ 略］ 

［２～４ 略］ 

［⒀～⒆ 同左］ 

［２～４ 同左］ 

５ 「使用権資産」に区分される資産については、「有形固定資産」に属する 

各科目 (｢使用権資産｣ 及び ｢建設仮勘定｣ を除く。) 又は「無形固定資産」

に属する各科目（｢使用権資産｣ を除く。）に含めることができる。 

５ 「リース資産」に区分される資産については、「有形固定資産」に属する 

各科目 (｢リース資産｣ 及び ｢建設仮勘定｣ を除く。) 又は「無形固定資産」

に属する各科目（｢リース資産｣ を除く。）に含めることができる。 

［６～12 略］ ［６～12 同左］ 

第４ 損益計算書 

年度(
  年  月  日から

あ 年  月  日まで)損益計算書 

（認可特定保険業者） 

［表略］ 

第４ ［同左］ 

年度(
  年  月  日から

あ 年  月  日まで)損益計算書 

（認可特定保険業者） 

［同左］ 

（記載上の注意） 

［１～４ 略］ 

（記載上の注意） 

［１～４ 同左］ 

５ 次に掲げる項目について、損益計算書において区分して表示し、又は他の

科目に含めて表示すること。他の科目に含めて表示する場合においては、当

該項目が含まれる科目及び当該項目の金額を注記すること。 

⑴ ファイナンス・リースに係る販売損益（売上高から売上原価を控除した

純額をいう。） 

⑵ ファイナンス・リースに係るリース債権及びリース投資資産に対する受

取利息相当額 

［加える。］ 



 

⑶ オペレーティング・リースに係る収益（貸手のリース料に含まれるもの

に限る。） 

６ リース負債に係る利息費用について、損益計算書において区分して表示し、

又はリース負債に係る利息費用が含まれる科目及び当該利息費用の金額を注

記すること。 

［加える。］ 

７ ［略］ ５ ［同左］ 

第５ ［略］ 第５ ［同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。  


